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〇ベビーシッター（一時預かり）利用内訳表
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〇ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助事業ベビーシッター要件証明書
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□

〇利用料の領収書（原本）

□

【該当者のみ】

□

□

□

□ ・障害児またはひとり親家庭を証明するための書類の写し

・領収書（もしくは請求書等）に記載されている全員分が揃っている。

・要件証明書の発行日が利用日より前の日になっている。

【Excel版で入力した方】

・利用内訳表は、保護者ごとに作成している。（様式が足りない場合は、複数枚作成している。）

・利用日、児童名、ベビーシッター名、利用時間、各種料金等について、再度入力内容を確認した。

※入会金、会費（保育料が含まれている場合を除く）、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代の実費等は助成対象外です。

【手書き用で入力した方】

申請書類チェックリスト

・利用内訳表は、児童ごとに作成している。（様式が足りない場合は、複数枚作成している。）

・利用日、利用時間、各種料金等について、再度記入内容を確認した。

※入会金、会費（保育料が含まれている場合を除く）、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代の実費等は助成対象外です。

【必須書類】

〇台東区ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助金交付申請書兼請求書

・申請者及び口座情報の口座名義人は、ベビーシッター会社が発行する領収書の宛名と同一人物である。

・対象児童には、兄弟姉妹分含めて申請する児童名を全て記入している。

・口座情報の分かるものの写し（キャッシュカードの写し等）を添付している。

・領収金額、児童名、利用時間、ベビーシッター名の記載がある。

※上記、記載がない場合は、請求書等で分かる資料の提出をお願いします。

・クーポンによる支払や勤務先の福利厚生等の助成を受けたことが分かるものの写し

・購入型のクーポンを購入した際の領収書

・月会費に（初回の）保育料金が含まれている場合、当月分の月会費を支払ったことが分かる証明書

※3月利用分で領収書の発行が最終提出期限（4月15日）までに間に合わない場合のみ、特例として

　振込または引き落としの分かるもの（口座のスクリーンショット等）の提出で代替可能とします。


